
《
広
報
は
り
ま
第
４
報
》

マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）制
度
が
は
じ
ま
り
ま
す

11
月
下
旬
〜
12
月
中
旬

通
知
カ
ー
ド
を
受
け
取
っ
て
く
だ
さ
い

▼
発
送
時
期
　
通
知
カ
ー
ド
は
、
国
か
ら

皆
さ
ん
の
も
と
に
順
次
発
送
さ
れ
て
い
ま

す
。
播
磨
町
に
向
け
て
の
発
送
は
、
11
月

下
旬
以
降
で
す

▼
お
届
け
方
法
　
郵
便
局
の
簡
易
書
留
郵

便
（
転
送
不
可
）
で
、
住
民
票
の
住
所
の

世
帯
主
様
あ
て
に
世
帯
員
全
員
分
が
届
き

ま
す

通
知
カ
ー
ド
を
受
け
取
れ
な
か
っ
た
場
合

　
宛
先
不
明
、
郵
便
局
で
の
保
管
期
限
経

過
、
受
け
取
り
拒
否
、
転
送
届
を
郵
便
局

に
出
し
て
い
る
場
合
、
通
知
カ
ー
ド
は
役

場
に
返
戻
さ
れ
ま
す
。

　
役
場
に
返
戻
さ
れ
た
場
合
、
12
月
中
旬

以
降
に
「
通
知
カ
ー
ド
」
が
返
戻
さ
れ
た

こ
と
を
お
知
ら
せ
す
る
普
通
郵
便
が
届
き

ま
す
。
こ
の
郵
便
物
に
は
、
住
民
グ
ル
ー

プ
窓
口
で
受
け
と
る
方
法
な
ど
が
記
載
さ

れ
て
い
ま
す
。
期
限
ま
で
に
受
け
取
っ
て

い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

平
成
28
年
１
月
に
な
っ
て
も
通
知
カ
ー
ド

が
届
か
ず
、
返
戻
の
連
絡
も
な
い
場
合
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
受
取
期
限
　
平
成
28
年
３
月
末

▼
問
合
せ
　
平
日
　
午
前
９
時
〜
午
後
５

時播
磨
町
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
専
用
番
号

☎
０
７
９
（
４
３
７
）
７
０
４
１

※

東
日
本
大
震
災
で
被
災
、
避
難
者
、
Ｄ

Ｖ
・
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
・
児
童
虐
待
の
被

害
者
、
医
療
機
関
・
施
設
へ
の
入
院
・
入
所

者
な
ど
、
町
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る

理
由
が
あ
る
場
合
に
限
り
、
返
戻
さ
れ
た

通
知
カ
ー
ド
の
送
付
先
の
変
更
が
で
き
ま

す
。
広
報
は
り
ま
９
月
号
に
掲
載
さ
れ
た

内
容
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
ま
で
の
流
れ

【
１
】
申
請
を
す
る

・
郵
送
で
申
請
書
を
送
る

　
簡
易
書
留
で
郵
送
さ
れ
た
「
通
知
カ
ー

ド
」
と
同
じ
用
紙
に
「
個
人
番
号
カ
ー
ド

申
請
書
」
が
あ
り
ま
す
。
切
り
取
り
線
で

切
り
取
っ
て
必
要
事
項
を
記
入
し
顔
写
真

を
張
り
付
け
て
、
同
封
さ
れ
て
い
た
封
筒

を
使
っ
て
ポ
ス
ト
に
投
函
し
て
郵
送
し
て

く
だ
さ
い
。

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
申
請
す
る

　
簡
易
書
留
で
郵
送
さ
れ
た
「
通
知
カ
ー

ド
」
に
同
封
さ
れ
て
い
る
説
明
書
を
よ
く

読
ん
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
で
撮
影
し
た
写
真

を
添
付
し
て
申
請
す
る

・
播
磨
町
特
設
窓
口
で
申
請
を
依
頼
す
る

　
下
記
枠
に
あ
る
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
交

付
申
請
」
播
磨
町
特
設
窓
口
の
開
設
を
ご

参
照
く
だ
さ
い
。

【
２
】「
交
付
通
知
書
」を
受
け
取
る

　
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
作
成
は
国
で
行
い
、

町
に
届
き
、
住
民
グ
ル
ー
プ
の
窓
口
で
交

付
し
ま
す
。
こ
の
た
め
、
即
日
交
付
が
で

き
ま
せ
ん
。

①
国
か
ら
町
に
カ
ー
ド
が
届
き
ま
す

②
カ
ー
ド
を
交
付
す
る
準
備
が
整
い
次
第
、

住
民
グ
ル
ー
プ
か
ら
交
付
申
請
者
本
人

へ
「
交
付
通
知
書
」
を
郵
送
し
ま
す

③
交
付
通
知
書
と
、
必
要
書
類
を
持
参
し

て
住
民
グ
ル
ー
プ
で
個
人
番
号
カ
ー
ド

の
交
付
を
受
け
ま
す

10
月
５
日
以
降
に
他
市
区
町
村
か
ら

転
入
手
続
を
さ
れ
た
方
へ

　
新
住
所
を
記
載
し
た
通
知
カ
ー
ド
が
国

か
ら
再
送
さ
れ
ま
す
が
、
再
送
に
は
か
な

り
の
日
数
を
要
し
ま
す
の
で
あ
ら
か
じ
め

ご
了
承
く
だ
さ
い
。
旧
情
報
の
通
知
カ
ー

ド
を
受
け
取
ら
れ
た
場
合
は
、
旧
住
所
地

の
役
所
ま
た
は
住
民
グ
ル
ー
プ
に
返
還
し

て
く
だ
さ
い
。

10
月
５
日
以
降
に

町
内
転
居
や
氏
名
変
更
を
さ
れ
た
方
へ

　
変
更
前
の
情
報
に
よ
り
通
知
カ
ー
ド
が

届
き
ま
す
。
通
知
カ
ー
ド
裏
面
に
変
更
内

容
を
記
載
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、

お
手
数
で
す
が
住
民
グ
ル
ー
プ
ま
で
通
知

カ
ー
ド
を
持
っ
て
お
越
し
く
だ
さ
い
。

通
知
カ
ー
ド
の
記
載
項
目
の
変
更

　
住
所
変
更
や
氏
名
変
更
に
よ
り
、
通
知
カ

ー
ド
の
記
載
項
目
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
、

役
場
住
民
グ
ル
ー
プ
に
お
届
け
く
だ
さ
い
。

▼
必
要
な
書
類

本
人
ま
た
は
同
一
世
帯
員
が
届
け
出
る
場
合

　
本
人
の
通
知
カ
ー
ド
を
ご
持
参
く
だ
さ

い任
意
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
　
①
本
人

の
通
知
カ
ー
ド
、
代
理
人
選
任
届
（
委
任

状
）
②
任
意
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
が

必
要
で
す

※

平
成
27
年
10
月
５
日
以
降
に
出
生
届
を

出
を
し
た
場
合
　
出
生
届
を
提
出
し
、
住

民
票
に
登
録
さ
れ
た
時
点
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

が
決
ま
り
、
通
知
カ
ー
ド
が
郵
送
（
簡
易
書

留
）
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
通
知
カ
ー
ド
が

届
く
ま
で
に
か
な
り
の
日
数
を
要
し
ま
す
。

通知カードの簡易書留郵便の中身を確認してください
　　簡易書留郵便の封筒の中には、上記の４点が同封されています。
①通知カード（世帯人数分）
②個人番号カード交付申請書
③返信用封筒　④説明書
　※紛失された場合、500円の再発行
　手数料がかかりますので、大切に保
　管してください。
　※簡易書留郵便は、郵便局の配達員から手渡しで受け取る郵便物です。
不在の場合は、郵便局からの不在連絡票が入りますので、できるかぎ
り郵便局での保管期限内（約１週間）に、再配達などの手続きをとっ
てください。

個人番号カードはこんなカード
　表面は、顔写真、氏名、住所、生年月日、性別、有
効期限が書かれている身分証明書。裏面は個人番号
（マイナンバー）と、ＩＣチップが埋め込まれたプラ
スチック製のカードです。顔写真付き身分証明書（本
人確認書類）として使用できます。

※行政機関の窓口や勤務先などで個人番号（マイナンバー）
を求められた際に個人番号カードを提示すれば、表面で本
人確認が、裏面でマイナンバーの証明ができます。

※行政機関の窓口や勤務先などで個人番号（マイナンバー）
を求められた際には、通知カードで個人番号（マイナンバ
ー）を証明できます。同時に、運転免許証など写真付身分
証明書（本人確認書類）を提示する必要があります。

通知カードはこんなカード
　個人番号（マイナンバー）、氏名（外国人住民は通
称名を含む）、住所、生年月日、性別が記載された紙
製のカードです。身分証明書（本人確認書類）として
は使用できません。有効期限はありませんが、個人番
号カードを取得した場合や国外に転出した場合など
は返却していただきます。

❶

❷

世帯主　播磨遺跡
（播磨遺跡、弥生、一郎、次郎）

１軒の家でも２世帯あれば２通の簡易書留郵便が届きます

世帯主　播磨太郎
（播磨太郎、花）

個人番号カードは、申請をした人に交付されるカードです。個人番号カードの取得（交付）は任意です。
個人番号カードを交付する際、通知カードは引き換えで返却していただきます。

●
住
民
グ
ル
ー
プ
で
交
付
を
受
け
る
と
き

の
注
意
事
項

・
交
付
申
請
者
本
人
（
15
歳
未
満
の
場
合

は
本
人
な
ら
び
に
法
定
代
理
人
で
あ
る

親
権
者
）
が
来
庁
し
て
く
だ
さ
い

・
暗
証
番
号
入
力
を
行
っ
て
い
た
だ
い
て
か

ら
の
受
け
取
り
と
な
り
ま
す
。
特
に
代
理

人
が
来
庁
す
る
場
合
、
本
人
の
利
用
し

や
す
い
暗
証
番
号
を
ご
用
意
く
だ
さ
い

・
カ
ー
ド
の
交
付
日
は
、
平
成
28
年
１
月

以
降
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
し
ば
ら
く

の
間
、
国
で
の
カ
ー
ド
作
成
作
業
に
か

な
り
の
時
間
を
要
す
る
こ
と
が
予
想
さ

れ
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く

だ
さ
い
。

「
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
申
請
」

播
磨
町
特
設
窓
口
の
開
設

▼
開
設
日
　
11
月
24
日
（火）
〜（
土
・
日
曜
日
、

祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く
月
〜
金
曜
日
）

▼
受
付
時
間
　
午
前
９
時
30
分
〜
正
午
、

午
後
１
時
〜
４
時

▼
場
所
　
役
場
第
１
庁
舎
ロ
ビ
ー

▼
業
務
内
容
　
播
磨
町
在
住
の
方
に
、
次

の
サ
ー
ビ
ス
を
無
料
で
行
い
ま
す

交
付
申
請
書
用
の
写
真
撮
影
及
び
印
刷
、

申
請
用
紙
へ
の
写
真
の
貼
り
付
け
、
代

理
投
函
、
交
付
申
請
書
の
記
入
に
関
す

る
相
談

▼
必
要
書
類
　
郵
送
さ
れ
て
き
た「
個
人
番

号
カ
ー
ド
交
付
申
請
書
」「
返
信
用
封
筒
」

▼
問
合
せ

播
磨
町
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
専
用
番
号

☎
０
７
９
（
４
３
７
）
７
０
４
１

89
広報はりま 27.12広報はりま 27.12



個
人
番
号
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）
は

法
律
で
定
め
ら
れ
た
社
会
保
障
、
税
、

災
害
対
策
の
分
野
の
手
続
き
の
み
で

利
用
さ
れ
ま
す
。

個
人
番
号
カ
ー
ド
は
こ
ん
な
場
面
で

利
用
で
き
ま
す

①
本
人
確
認
の
際
の
公
的
な
身
分
証
明
書

と
し
て
利
用
で
き
ま
す

②
全
国
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
（
セ

ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
、
ロ
ー
ソ
ン
、
フ
ァ
ミ
リ

ー
マ
ー
ト
、
サ
ー
ク
ル
Ｋ
サ
ン
ク
ス
）
で

住
民
票
の
写
し
、
印
鑑
証
明
書
な
ど
の

各
種
証
明
書
を
平
日
の
時
間
外
や
休
日

に
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
播
磨

町
で
は
、
平
成
28
年
１
月
下
旬
以
降
に

サ
ー
ビ
ス
を
開
始
す
る
予
定
で
す
。
交

付
手
数
料
も
、
窓
口
よ
り
100
円
減
額
さ

れ
ま
す
。
詳
細
は
、
広
報
は
り
ま
２
月

号
と
一
緒
に
配
布
さ
れ
る
チ
ラ
シ
に
て

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

③
電
子
証
明
書
が
標
準
搭
載
さ
れ
る
た
め
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
の
確
定
申
告

（
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
）
に
利
用
で
き
ま
す
。

※

紛
失
・
盗
難
の
場
合
、
24
時
間
365
日
、

個
人
番
号
カ
ー
ド
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
に

電
話
す
れ
ば
、
カ
ー
ド
機
能
の
一
時
停

止
が
で
き
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
電
話
番
号

　
広
報
は
り
ま
で
は
、
毎
月
少
し
ず
つ
、

詳
し
く
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
つ
い
て
お

知
ら
せ
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
詳
し
く
知

り
た
い
場
合
、
ご
用
件
に
よ
っ
て
お
答
え

で
き
る
窓
口
や
電
話
番
号
が
異
な
っ
て
い

ま
す
。
次
の
電
話
番
号
を
お
確
か
め
の
う

え
、
お
問
い
合
わ
せ
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
全
般
に
関
す
る
お

問
い
合
わ
せ
・
ご
意
見

・
国
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

通
話
料
無
料

日
本
語
　
０
１
２
０
（
９
５
）
０
１
７
８

外
国
語
　
０
１
２
０
（
０
１
）
７
８
２
６

▼
受
付
日
時
　
月
〜
金
曜
日
午
前
９
時
30

分
〜
午
後
10
時
、
土
・
日
曜
日
と
祝
日
午

前
９
時
30
分
〜
午
後
５
時
30
分
（※

年
末

年
始
は
休
業
）
　

●
通
知
カ
ー
ド
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
に
関

す
る
お
問
い
合
わ
せ

・
国
の
個
人
番
号
カ
ー
ド
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

日
本
語
☎
０
５
７
０
（
７
８
３
）
５
７
８

外
国
語
☎
０
５
７
０
（
０
６
４
）
７
３
８

▼
受
付
日
時
　
月
〜
金
曜
日
午
前
８
時
30

分
〜
午
後
10
時
、
土
・
日
曜
日
と
祝
日
午

前
９
時
30
分
〜
午
後
５
時
30
分
（※

年
末

年
始
は
休
業
）

・
播
磨
町
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
専
用
番
号

☎
０
７
９
（
４
３
７
）
７
０
４
１

▼
受
付
日
時
　
月
〜
金
曜
日
午
前
９
時
〜

午
後
５
時
（※

土
・
日
曜
日
、
祝
日
、
年
末

年
始
は
休
業
）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
を
か
た
っ

た
不
審
な
電
話
や
訪
問
に
ご
注

意
く
だ
さ
い

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
を
か
た
り
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
や
個
人
情
報
を
聞
き

出
そ
う
と
す
る
事
件
が
播
磨
町
外
で

発
生
し
て
い
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。
国
や
役
場
な
ど
の
公
的
機
関

や
全
く
知
ら
な
い
会
社
な
ど
か
ら
電

話
な
ど
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
や
個
人
情

報
を
聞
か
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

不
審
な
電
話
や
訪
問
が
あ
り
ま
し
た

ら
、
警
察
相
談
電
話
（
♯
９
１
１
０
）

ま
た
は
播
磨
町
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
専
用

番
号
☎
０
７
９
（
４
３
７
）
７
０
４
１

ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

個人番号カードが発行されることに
伴い、住基カードの交付が終了します
▶問合せ　住民グループ
☎０７９（４３５）２３６３
●現在住基カードを取得されている方へ
　平成28年１月以降も、住基カードについて
は、表面に記載されている期限までは有効で
す。ただし、個人番号カードの交付を受ける
際には返納していただくこととなります。
●住基カードの交付の終了
　平成28年１月から個人番号カードが発行さ
れることに伴い、住基カードの交付が平成27
年12月28日（月）で終了します。住基カード
の交付を希望される方で、運転免許証など顔
写真つきの公的な本人確認書類がない場合は、
即日交付ができませんので、早めに申請して
ください。
●電子証明書の発行・更新の終了
　住基カードに格納する電子証明書の発行・
更新は、平成27年12月22日（火）で終了しま
す。
　個人番号カードにも電子証明書を格納でき
ますが、個人番号カードの交付申請が集中し、
交付が確定申告時期に間に合わない可能性が
あります。

電子証明書を利用して確定申告をする場合
　確定申告時期に電子証明書の有効期限が切
れる方で、平成27年分の確定申告を電子証明
書利用によるインターネットから確定申告を
行う（ｅ－Ｔａｘ）予定の方は、12月22日
（火）までに、住基カードを利用した電子証明
書の発行・更新の手続きを完了していただく
ことをおすすめします。
　ただし、電子証明書の発行・更新手続きに
は、有効期限内の住民基本台帳カード、運転
免許証など顔写真つきの公的な本人確認書類
（住民基本台帳カードに顔写真が付いていな
い場合のみ）、発行手数料500円が必要です。

災害
対策税社会

保障
医
療

労
働

年
金

福
祉

被災者生活再建支
援金の支給、被災
者台帳の作成事務
など

税務当局に提出す
る確定申告書、届
出書、調書などに
記載、税務当局の
内部事務　など

年金の資格取得や
確認、給付、雇用
保険の資格取得や
確認、給付、医療
保険の給付請求、
福祉分野の給付、
生活保護　など

　
平
成
26
年
度
分
（
平
成
26
年
８

月
か
ら
平
成
27
年
７
月
分
）
の
申

請
の
受
け
付
け
が
開
始
し
て
い
ま

す
。

　
な
お
、
対
象
と
な
る
世
帯
に
つ

い
て
は
、
平
成
27
年
12
月
以
降
に

申
請
の
案
内
を
送
付
し
ま
す
の
で
、

申
請
方
法
な
ど
を
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

※

平
成
26
年
８
月
か
ら
平
成
27
年

７
月
の
間
に
加
入
し
て
い
る
医
療

保
険
の
種
類
が
変
更
に
な
っ
た
場

合
な
ど
、
お
知
ら
せ
で
き
な
い
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

制
度
の
趣
旨

　
医
療
保
険
で
は
医
療
費
の
自
己

負
担
額
に
つ
い
て
、
１
ヵ
月
ご
と

の
「
自
己
負
担
限
度
額
」
が
設
け

ら
れ
て
お
り
、
自
己
負
担
額
が
こ

の
限
度
額
を
超
え
た
場
合
、
超
え

た
部
分
が
高
額
療
養
費
と
し
て
支

給
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
介
護
保
険
で
も
同
様
に
、

介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
自
己
負
担
額

に
つ
い
て
、
１
ヵ
月
ご
と
の
自
己

負
担
限
度
額
を
超
え
た
場
合
、
超

え
た
部
分
が
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス

費
と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
し
か
し
、
医
療
と
介
護
の
両
方

が
重
な
っ
た
場
合
、
世
帯
の
負
担

は
大
き
く
な
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ

を
緩
和
す
る
目
的
で
平
成
20
年
４

月
に
制
度
が
新
設
さ
れ
ま
し
た
。

制
度
の
概
要

　
１
年
間
（
前
年
８
月
１
日
か
ら

当
年
７
月
31
日
、
以
下
「
計
算
期

間
」
と
い
う
）
の
医
療
と
介
護
の

自
己
負
担
の
合
算
額
が
算
定
基
準

額
（
表
１
）
を
超
え
た
場
合
、
超

え
た
部
分
を
支
給
し
ま
す
。

合
算
の
範
囲

　
基
準
日
（
計
算
期
間
の
末
日
、

通
常
７
月
31
日
）
時
点
で
加
入
し

て
い
る
医
療
保
険
の
世
帯
単
位
で
、

計
算
期
間
中
に
、
医
療
と
介
護
の

両
方
を
負
担
し
た
場
合
に
合
算
し

ま
す
。
な
お
、
入
院
の
際
の
食
事

代
や
差
額
ベ
ッ
ド
代
な
ど
は
対
象

に
な
り
ま
せ
ん
。

　
住
民
票
上
で
同
じ
世
帯
で
も
、

加
入
し
て
い
る
健
康
保
険
が
異
な

る
と
き
は
、
別
世
帯
と
な
り
合
算

で
き
ま
せ
ん
。（
図
１
）

　
ま
た
、
医
療
か
介
護
の
一
方
の

負
担
が
な
い
場
合
は
、
該
当
に
な

り
ま
せ
ん
。

申
請
窓
口

　
基
準
日
（
７
月
31
日
）
時
点
で

加
入
し
て
い
た
医
療
保
険
の
窓
口

で
申
請
し
ま
す
。

　
ま
た
、
計
算
期
間
内
に
被
保
険

者
資
格
を
喪
失
さ
れ
た
方
は
、
資

格
喪
失
日
前
日
に
加
入
し
て
い
た

医
療
保
険
の
窓
口
で
申
請
し
ま
す
。

　
播
磨
町
内
に
お
住
ま
い
の
後
期

高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
は
、
保

険
年
金
グ
ル
ー
プ
で
受
け
付
け
し

ま
す
。

申
請
に
必
要
な
も
の

　
「
被
保
険
者
証
」
、「
印
鑑
」
、

「
振
込
先
口
座
を
確
認
で
き
る
も

の
（
通
帳
な
ど
）
」
、
加
入
す
る
医

療
保
険
ま
た
は
介
護
保
険
に
変
更

が
あ
っ
た
方
は
以
前
の
保
険
で
の

「
自
己
負
担
額
証
明
書
」

※

算
定
結
果
が
500
円
以
下
の
場
合

は
支
給
で
き
ま
せ
ん
。

※

区
分
Ⅱ
：
世
帯
員
全
員
が
、
住

民
税
非
課
税
の
場
合
。

※

区
分
Ⅰ
：
「
区
分
Ⅱ
」
の
う
ち
、

そ
の
世
帯
の
各
所
得
が
０
円
で
あ

る
場
合
。
年
金
所
得
は
、
所
得
控

除
を
80
万
円
と
し
て
計
算
し
ま
す
。

（表１）算定基準額
　 負担区分 　  算定基準額
現役並み所得者 　　６７万円
　　一般 　　５６万円
　　区分Ⅱ 　　３１万円
　　区分Ⅰ 　　１９万円

高額医療・高額介護合算制度
　「高額医療・高額介護合算制度」は、医療保険と介護保険の両方を利用し、その自己負担額
が高額になっている世帯の負担を軽減する制度です。
　▶問合せ　保険年金グループ☎079（435）2581

（図１）高額医療・高額介護合算制度
　　　　における世帯

住民票上の世帯

父
後期高齢者医療

被保険者

母
後期高齢者医療

被保険者

子（学生）
国保被保険者

世帯主
国保被保険者

妻
社会保険の

被保険者（本人）

子
社会保険の
被扶養者

住民票上の世帯 高額医療・高額介護
合算制度における世帯
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